
ＪＲ東海労ニュース
東京地裁に提訴！
「酒気帯び」のデッチ上げと不当「減給処分」を撤回せよ！
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ＪＲ東海労働組合

６月14日私たちは、東京第二運輸所分会斉藤書記長に対する「酒気帯び」のデッ

チ上げによる不当な「減給」処分の無効を求めて東京地裁に提訴を行いました。

本件は、新幹線の運転士業務に従事するため出勤した東二運分会の斉藤書記長に

対して、点呼にあたった管理者が「酒の臭いがする」としてアルコール検知器で計

測させました。計測の結果は、会社が乗務不可の基準とする0.1㎎／Ｌを完全に下回

りました。しかし会社は、斉藤書記長を強引に「酒気帯び」にし、「減給」処分を

発令しました。このデタラメな処分の無効を求めて提訴したものです。

提訴後、新幹線地本は街頭でビラ配布を展開し、その後、総決起集会を開催して

「組織拡大への報復処分撤回裁判」として職場から闘うことを意思統一しました。
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